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１ 目的 

本仕様書は、神林有機資源リサイクルセンター（以下「センター」という。）の指定管

理者の申請に当たって、基準・業務の範囲に関して本市が要求する仕様・水準を示し、申

請者が提出する事業計画書を立案するにあたり、基本的な指針を与えるものです。 

 

２ 運営方針 

資源循環型社会の実現に向け、有機資源の再利用の促進を図るとともに、有機肥料を農

地に還元することにより、地域農業の振興を図る。 

 

３ 管理運営の基本方針 

センターの管理運営は、次に掲げる方針に沿って行うこと。 

① 公の施設としての位置付けを理解し、効率的かつ効果的な管理運営を行うこと。 

② 利用者の平等な利用の確保及び安全に配慮するとともに、事故防止に努めること。 

③ 利用促進に努めるとともに、利用者の満足度を高めるようサービスの向上に努めるこ

と。 

④ 地域住民の雇用に努めること。 

⑤ 市と密接に連携を図りながら、管理運営にあたること。 

 

４ 関係法令の遵守 

指定管理者は、センターの管理業務の遂行にあたって、次に掲げる法令等を遵守しなけ

ればなりません。 

① 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

② 神林有機資源リサイクルセンター条例（平成20年村上市条例第211号。以下「センター

条例」という。） 

③ 神林有機資源リサイクルセンター条例施行規則（平成20年村上市規則第174号） 

④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」と

いう。） 

⑤ 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

⑥ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

⑦ 村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成20年村上市条例第

68号、以下「指定管理者手続条例」という。） 

⑧ 村上市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

（平成20年村上市規則第54条） 

⑨ その他、管理業務に適用される法令等 

 

５ 施設の概要等 

（１）施設の概要 

① 名 称 神林有機資源リサイクルセンター 

② 所 在 村上市松沢1097番地34 
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③ 構 造 鉄骨一部木造 

④ 床 面 積 
堆肥化施設 2,988㎡、袋詰め加工場 364㎡、管理棟 44㎡、 

洗車場 132㎡ 

⑤ 開 設 日 平成19年4月16日 

⑥ 主な施設内容 
堆肥化施設 1棟、袋詰め加工場 1棟、管理棟 1棟、 

洗車場 1棟 

⑦ 事業時間 午前8時30分～午後5時30分 

⑧ 休 業 日 土・日曜日、国民の祝日、12月29日～1月3日 

 

（２）施設の運営状況（令和４年度～６年度） 

項 目 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

販売堆肥量 686.11t 657.53t 365.07t 

回収処理料金 5,054,460円 2,970,310円 3,114,170円 

指定管理料 2,580,914円 1,951,141円 ―  

堆肥売上収入 5,718,938円 7,261,535円 5,294,464円 

散布料金収入 4,704,069円 4,510,213円 2,191,930円 

  ※Ｒ５年度は、R5.4.1～R5.12.31の運営状況 

  ※Ｒ６年度は、村上市直営の決算見込額 

  ※詳細は、別添の「年度別収支等実績表」を参照 

 

６ 指定の期間 

指定管理者の指定管理期間は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までとします。 

 

７ 組織及び人員配置等 

（１）人員配置 

① 施設長として、センターの業務全体の統括に専従する者を必ず置くこと。 

② 指定管理者は、センターの管理業務に従事させる職員（以下「職員」という。）の

雇用のほか、利用者の安全を確保し、管理業務の処理に必要な体制を整備しなけれ

ばなりません。 

※市では下記の職種、人数を基準としています。 

勤務場所 職 種 人

数 

待遇 その他 

神林有機資源 

リサイクルセンター 
施設長 １ 正規 施設管理及び作業、収集運搬 

常勤職員 1 正規 施設作業、収集運搬 

作業員 1 臨時 収集運搬 

事務員 1 臨時 事務 

計 4  

③ 管理業務に専従する者の内、防火管理者及び安全運転管理者を支障のないよう配置

するとともに、その他管理業務に必要とする資格を有するものを配置すること。 

④ 施設長及び常勤職員は、車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転

技能講習を修了したものを配置すること。 

⑤ 服装等は業務に適したものを着用し、名札を付けること。 
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（２）管理業務の処理体制に関する事項 

① 指定管理者は、職員の名簿を市に提出しなければなりません。また、職員の異動が

生じた場合も同様とします。 

② 指定管理者は、職員に対して管理業務の遂行に必要な研修を実施するものとします。

特に防犯対策、防災対策等の利用者に対する安全の確保については、十分に指導及

び訓練をしてください。 

③ 指定管理者は、管理業務の処理に関して生じた職員の災害について、すべての責任

を持つこととし、理由のいかんを問わずに、市は何ら責任を負わないものとします。 

 

（３）危機管理体制の整備 

指定管理者は、緊急時対応、防犯･防災対策について、具体的に検討するとともに、マ

ニュアルを作成し、日常的に職員の指導及び訓練を行うこととします。 

 

８ 指定管理者が行う業務 

（１） 業務の範囲 

① 有機肥料原材料の収集及び運搬業務 

② 有機肥料製造に係る事業 

③ センターの管理に係る事業 

④ 製造した有機肥料の販売、運搬及び散布事業 

⑤ ①～④に掲げるもののほか、センター運営に必要な事業 

 

（２）管理の基準 

指定管理者は、次によりセンターの管理業務を適切に行うものとします。 

ア 基本方針 

 指定管理者は、管理業務の遂行にあたり、市民が利用する公の施設としての性格を

十分認識し、利用者にとって快適な環境づくりを目指すとともに、センターの施設等

について、日常又は定期的に必要な保守業務及び点検業務を行うことにより、最良の

状態を維持して使用者の安全確保に努めなければなりません。 

 

イ 基本的事項 

(ｱ) センターの利用時間は、午前８時 30 分から午後５時 30分までとします。休日は、

土・日曜日及び国民の祝日、12 月 29 日から１月３日とします。ただし、指定管理

者は、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業することができます。 

また、市長が必要と認めるとき（臭気対策等のため）は、休業日を変更する場合

があります。 

(ｲ) センターの利用許可は、センター条例に基づき公平かつ公正に行うこと。ただし、

センター条例第５条第２項に該当する場合は許可をしないこと。 

(ｳ) センターの管理に支障があると認められる場合（センター条例第６条第１項に該

当する場合に限る。）は、施設等の利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、もし
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くは停止することができます。 

 

ウ その他事項 

(ｱ) 市は、センターの施設等及びセンターにあらかじめ備え付けられた備品（市の所

有に係るものに限る。）を指定管理者に無償で利用させるものとします。なお、指定

管理者は、その所有に係る備品を備え付けようとする場合は、あらかじめ市に報告

しなければなりません。 

(ｲ) 指定管理者は、管理業務の処理に関して別に会計を設け、経理を明確にしなけれ

ばなりません。 

(ｳ) 指定管理者が行う管理業務の全部の処理を第三者に請負わせ、又は委託してはな

りません。ただし、清掃業務、警備業務等、市長が認める一部の業務については、

この限りではありません。 

 

（３）業務の内容 

  ア 各施設等に関する業務（施設設置目的を達成するための業務） 

① センター施設業務 

(ｱ) 廃棄物処理法に基づき適正に収集・運搬を行うこと。 

(ｲ) 畜ふん等を原料又は材料として有機肥料の製造を行うこと。 

(ｳ) 製造した有機肥料のほ場運搬及び散布作業と販売を行うこと。 

 

イ 広報宣伝活動 

(ｱ) 利用者の平等な利用を促進し、施設利用者の拡大を図るため、市関連広報紙、イ

ンターネット及びマスコミ等を積極的に活用すること。 

(ｲ) 利用者の施設利用受付、案内及び利用に関する問い合わせの対応を行い、注意事

項等の情報提供を行うこと。また、各種団体からのポスター類の掲示、施設に関す

る申込みについて、内容を点検し掲示期間を定めて、指定管理者が掲示、設置する

こと。 

 

ウ 利用料金の収受等 

(ｱ) 利用料金は、地方自治法並びにセンター条例の規定により、指定管理者の収入と

する。センター利用者から利用料金の徴収を行うこと。 

(ｲ) 利用料金は、指定管理者が、センター条例第７条に規定する使用料の金額の範囲

内で、あらかじめ市の承認を得て指定管理者が定める。なお、利用料金の上限額を

変更する場合は、条例改正が必要となるので市長と協議を行うこと。 

(ｳ) 指定管理者は、上記条例及び施行規則で定める事由に該当するときは、市長が認

める場合に限り、利用料金を減額又は免除することができます。また、指定管理者

は、施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を考慮し、特に必要と認めるとき

は、あらかじめ市の承認を得て、利用料金を減免することができる。 

(ｴ) つり銭及び両替金を用意し、領収書の発行、計算書の作成等の業務を行うこと。
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なお、徴収した利用料金については、必要な帳簿を作成し管理すること。 

(ｵ) 減免による利用料金相当分について、指定申請時に見込んでいるため市は、指定

管理者への補填は行わない。 

(ｶ) インボイス制度への対応について、地方公共団体が売手となり事業者に対して消

費税課税取引を行う場合、地方公共団体がインボイスを交付しなければ、事業者は

消費税の仕入税額控除を受けることができないため、指定管理者制度を導入してい

る公の施設についても、利用者からインボイスを求められた場合、市が直接、管理

運営する場合と同様にインボイスを交付する必要があるため、対応を市と協議して

ください。 

 

エ 利用者への周知 

当該施設が指定管理者によって管理運営されている施設であることを利用者に示すた

めに、指定管理者の名称を施設内に表示し、及びパンフレット等に明記するなど、指定

管理者が管理運営している市の施設であることを明示してください。 

表示例：「村上市が設置した神林有機資源リサイクルセンターは指定管理者である

●●●が管理運営しています。」 

表示の仕様 

 材質：屋内施設の場合、紙。屋外施設の場合、問わない。 

 大きさ：日本工業規格Ａ４判～Ａ３判 

 表示場所の例：入口・受付付近ほか利用者の目に留まる場所 

 ※枚数は指定しませんので施設に応じて表示してください。 

  

  オ 事業計画書 

   指定管理者は、毎年度４月１日までに事業計画書を提出し、市の確認を得ること。 

なお、年度の途中において年度事業計画書を変更しようとするときは、協議により決

定するものとする。 

 

カ 報告義務 

(ｱ) 毎月10日までに、前月分の利用実績、収入金額、修繕実績等を市に報告すること。 

(ｲ) 指定管理者は、指定管理者手続条例第９条の規定に基づき、毎年度終了後 30 日以

内に事業報告書を作成し、市長に提出しなければなりません。なお、利用者や地域

住民のニーズとの適合性を把握するため、アンケート調査等を実施し、その調査結

果を事業報告書に盛り込んでください。 

    また、市は提出された事業報告書等を基に、「指定管理者制度管理運営評価シート」

を作成し、公表するものとします。 

 

 キ 安全・緊急時管理 

管理業務の処理に関して事故（人身事故、施設等の破損事故等をいう。）が生じたとき

は、直ちに市に報告し、その処理方法について市と協議しなければなりません。 
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(ｱ) 急病人や事故者が発生した場合、迅速且つ適切に応急手当を行い、速やかに市の

担当者へ報告すること。また、必要な場合は救急車の要請を行うこと。 

(ｲ) 火災、災害等の不測の事態に際しては、必要に応じて避難及び誘導等の指示を行

い、利用者の安全を確保すること。 

(ｳ) 事故等により施設等に異常をきたした場合、適切な対応を行い、安全性を確保す

ること。 

 

ク 設備日常管理業務及び設備定期点検保守業務 

事故防止、運営停止の防止等を常に心がけ、関係法令に基づき、設備を健全な状態に

維持管理をすることを目的として、以下の設備の運転監視、日常巡視、定期保守点検等

を行うこととします。 

(ｱ) 定期点検業務 

   ・計器検査           ２年に１回 

   ・消防設備点検         年１回 

   ・悪臭・水質・堆肥分析     年１回 

・自家用電気工作物保安管理点検 年１回 

(ｲ) 日常点検 

・運搬車両の点検 

・機械プラントの点検 

・重機の点検 

・その他施設全般 

 

ケ 保安警備業務 

・警備は常に火災、盗難等の予防に注意し、非常事態が発生したとき、又は恐れがあ

る場合は直ちに応急処置を講ずるとともに、関係各所及び市に報告し指示を受けて

ください。 

・火気使用場所の点検及び消火器、非常器具の点検を行ってください。 

 

コ 駐車場管理業務 

施設利用者以外の者が駐車場を利用することがないよう、車両の監視及び誘導を適切

に行ってください。 

 

サ 清掃業務 

施設の環境を維持し、快適な利用を図るため、施設の内外部について、日常清掃を行

いごみ汚れ等がない状態を維持することとします。また敷地内の除草、草刈等について

も行うこととします。 

施設の清掃時間は、事業運営の妨げとならないように行い、作業の実施にあたっては、

常に清潔感を保つようにし、また、計画的な実施に努めることとします。 

(ｱ) 日常清掃（床、トイレ、ロッカー室、駐車場等） 
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シ 施設設備等の修繕、改修 

   施設を安全かつ安心して利用できるよう、日常点検による施設の予防保全に努めると

ともに、部品交換や修繕を行うこととし、設備機械類、備品等についても同様とします。

管理施設の改造、増築、改築等の大規模な施設の形状を変更するような修繕については、協

議により実施主体を決定することとします。経常的な修繕については、乙が自己の費用と責

任において実施するものとし、算定した年間経費（330万円（消費税及び地方消費税を含む。））

を超えた場合は、必要な都度甲と協議し、実施の有無及び実施主体を決定するものとします。 

   ただし、指定管理者の責任によるものは、指定管理者の負担とします。 

なお、指定管理者の所有物の修繕については、指定管理者の負担とします。 

 

ス 自主事業 

① 指定管理者は、センターを有効活用するため、独自のノウハウを生かした自主事

業を提案・実施すること。 

② 事業内容は、公の施設であることや施設の設置目的を逸脱しない内容とすること。 

③ 実施時期、時間等は、施設の有効活用や一般利用とのバランスの観点から、留意

して設定すること。 

④ 利用者の増加、サービス向上に寄与する場合でも、指定管理者は、自主事業を実

施するときは、あらかじめその内容等について市と協議し、承認を得ること。ただ

し、事業計画書に具体的な内容を示している場合は、承認を得る必要はありません。 

 

９ 管理業務の処理に必要な経費 

指定管理者は、業務の処理に必要な経費を、市が支払う指定管理料、利用料金及び自主

事業等の収入によって賄うものとします。なお、指定管理料の額及び支払い方法について

は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支予算書に基づき、市と指定管理者が協議し、

双方で締結する協定で定めます。 

（１）指定管理料の精算項目 

次に掲げる管理運営に必要な経費については、市が指定管理者に概算で支払い、年度末

に実績に応じて精算するものとします。 

① 修繕料 

 

（２）基本的な費用分担区分 

項  目 市 指定管理者 備  考 

施設、設備、備品等の維持管理  ○  

施設等の利用の許可等  ○  

利用料金の徴収  ○  

敷地、建物使用料  ○ 自動販売機等の設置料 

施設に対する保険加入 ○  建物総合損害共済 

利用者等に係る保険加入  ○ 
施設賠償責任保険（指定管理

者が行う自主事業含む） 
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経常的修繕  ○  

大規模修繕 協議 1件50万円以上 

事故・火災等による施設の損傷

及び被災者に対する責任 
 ○ 

第一次責任は指定管理者が

有する 

包括的管理責任 ○   

※新規に備品の購入、機械等のリースの必要が発生した場合、導入時期、費用について、

市と指定管理者が協議を行うこととします。 

 

10 市と指定管理者との責任分担 

次の表に掲げる事案に係る市と指定管理者との責任分担は原則として同表に定めるとお

りとします。ただし、定めた事項で疑義がある場合、又は不測の責任分担が生じた場合は、

市と協議のうえ決定します。 

リスクの種類 リスクの内容 

リスク分担 

市 
指定 

管理者 

協議 

(分担) 

①法令等の変更 (1) 施設等の新築又は改築を要するものなど管理運営に影響を及ぼす法令等の変更 ● 
  

(2) 管理基準の変更を要するものなど指定管理者に影響を及ぼす法令等の変更 
 

● 
 

②税制度の変更 (1) 指定管理者制度に影響を及ぼす税制度の変更（消費税及び地方消費税等） ● 
  

(2) 指定管理者に影響を及ぼす税制度の変更（法人税等） 
 

● 
 

③事業の中止・

延期 

(1) 市に帰責事由があるもの ● 
  

(2) 指定管理者に帰責事由があるもの 
 

● 
 

④事業変更 (1) 施策その他の行政上の理由による事業内容等の変更 ● 
  

⑤物価変動 (1) 物価変動に伴う経費の増減（物件費等） 
 

● 
 

(2) 提案時に想定できなかった経済情勢その他情勢の変化による急激な物価の変動

によるもの   
● 

⑥金利変動 (1) 金利の変動に伴う経費の増減 
 

● 
 

⑦需要の変動 (1) 利用者の増減、需要見込みとの乖離、その他事由による利用料収入の増減 
 

● 
 

(2) 市の事業内容の変更に起因するもの ● 
  

⑧運営費の増減 (1) 管理運営費の増減（人件費等） 
 

● 
 

⑨不可抗力 (1) 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、暴動等その他の市又は指定管理者の

いずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象）による施設、設

備の修復に伴う経費 

● 
  

(2) 不可抗力による損害・損失 ● 
  

(3) 不可抗力による指定取消し   ● 

⑩指定取消し (1) 指定管理者の帰責事由による業務継続困難  ●  

(2) 指定管理者の帰責事由による指定取消し  ●  

(3) 市の帰責事由による指定取消し ●   

(4) 市の都合による施設の廃止又は休止   ● 

⑪施設、設備等

の損傷 

(1) 指定管理者に帰責事由があるもの 
 

● 
 

(2) 施設、設備等の設計又は構造上の瑕疵によるもの ● 
  

(3) 上記以外のもの（経年劣化・第三者の行為で相手が特定できないもの） ● 
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⑫修繕 (1) 経常的修繕 
 

● 
 

(2) 大規模修繕（１件当たり50万円以上（消費税及び地方消費税含む。）） 
  

● 

⑬住民及び施設

利用者への対

応 

(1) 周辺地域との協調 
 

● 
 

(2) 施設管理、運営業務内容に対する苦情、反対、訴訟及び要望への対応 
 

● 
 

(3) 施設及び管理地内における事故への対応 
 

● 
 

⑭施設利用者へ

の損害賠償 

(1) 指定管理者の帰責事由により利用者に損害を与えた場合 
 

● 
 

(2) 施設、設備等の設計又は構造上の瑕疵によるもの ● 
  

⑮第三者への損

害 

(1) 指定管理者の帰責事由により周辺住民等第三者に損害を与えた場合（騒音・振

動・臭気等）  
● 

 

(2) 施設の管理瑕疵による第三者への損害 
 

● 
 

⑯事業終了時の

費用 

(1) 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中に業務を廃止した場合等におけ

る指定管理者の撤収費用  
● 

 

※物価変動については、原則として指定管理者の責任分担としますが、提案時に想定できな

かった急激な物価変動があった場合は、通知をもって協議を申し出ることができるものと

します。 

※自然災害（地震・台風等）等への対応 

建物、設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じることがある。復旧

可能な場合、その他復旧に要する費用は、市と指定管理者が協議を行うこととする。 

※施設・機器等の損傷への対応 

施設・設備等に関する事故・損傷発生時の対応については、第一義的には指定管理者が行

う。その後の対応については、市と指定管理者が協議を行う。 

 

11 留意事項 

業務の実施に当たっては、次の事項に留意してください。 

（１）施設の管理運営に関する留意事項 

指定管理者が施設の管理運営を行う上で内規等を策定する場合には、市と協議を行っ

てください。 

この業務仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定

めの無い事項又は疑義が生じた場合については市と協議のうえ決定するものとします。 

 

（２）保険及び損害賠償の取扱い 

指定管理者は、業務を行うに当たり、施設に損害が生じた場合に対応する「施設賠償

責任保険」と施設利用者等に損害が生じた場合の損害賠償額を担保するための「第三者

賠償保険」に加入（費用は指定管理者の負担）し、当該保険からの保険金支払いによっ

て損害賠償責任（指定管理者が当該施設を活用して行う自主事業含む）に対応すること

とします。指定管理者が加入する保険は、施設の管理形態に応じたものにしてください。 

   市が加入する保険の補償内容は次の表のとおりです。 

【(参考)市が加入する保険の補償内容】全国町村会総合賠償補償保険 

支払限度額 

身体賠償 １名につき ２億円 

 １事故につき ２０億円 
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財物賠償 １事故につき １億円 

個人情報漏えいによる損害賠償  ２億円 

個人情報漏えいによる対応費用 １事故につき 

１年間限度額 

１，０００万円 

３，０００万円 

サイバー保険賠償責任 １事故につき ２億円 

サイバー保険対応費用 １年間限度額 ３，０００万円 

なお、施設の建物総合損害共済は市の責任で付保します。 

 その他、施設及び施設利用者の特性に応じて、想定される事故等に適切に対応できる

保険（損害賠償保険）に加入すること。 

 

※指定管理者に帰責事由がある場合を含め、損害を被った者は、国家賠償法（昭和 22

年法律第 125 号）第１条（公務員による不法行為による損害の賠償）、同法第２条（公

の営造物の瑕疵による損害の賠償）、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 715 条（使用

者責任）等の規定に基づき、市に対して損害賠償請求をすることができるものと考え

られます。これらの規定に基づいて市が損害を賠償した場合で、指定管理者に帰責性

があるときには、市は指定管理者に対して求償することができます。 

 

※市が加入する「建物総合損害共済」について、指定管理者の故意又は重過失により施

設・設備に損傷を与えた場合など、免責条項に該当する事案は、保険の適用外になり

ます。 

 

（３）その他の事項 

①個人情報の保護 

指定管理者及びその職員は、管理業務の処理において知り得た市の行政上の事項及び

管理業務の処理に関する事項を第三者に漏らしてはなりません。また、指定の終了後も

同様とします。 

②村上市情報公開条例 

指定管理者は、村上市情報公開条例（平成20年村上市条例第20号）の趣旨により、管

理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めてくださ

い。 

③実地調査・改善指示（モニタリング） 

指定管理者は、村上市指定管理者制度運用ガイドラインに従い市が実地調査を実施す

るに当たり、必要な書類の提出その他市が指示する事項に従わなければなりません。 

 

12 問合せ先 

村上市 神林支所 産業建設課 産業観光室 

    【所在地】  〒959-3492 新潟県村上市岩船駅前 56 番地 

    【電話番号】 0254-66-6114（内線 131） 

    【ﾌｧｸｼﾐﾘ】  0254-66-6110 

    【ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ】 k.sangyo-ns@city.murakami.lg.jp 


